
令和６年度和歌山県障害支援区分認定調査員・市町村審査会委員 

現任研修実施要綱 

１．研修の目的 

  障害支援区分認定調査員・市町村審査会委員として、現に障害支援区分認定に関わ

る者が、障害支援区分判定における公平・公正かつ適切な認定調査を実施するために

必要な知識、技能の修得及び資質の向上を図ることを目的とする。 

 

２．研修日程・科目 

 令和７年２月２１日（金）１３：３０～１６：４５ （受付１３：００～） 

時  間 科  目 内  容 

１３：３０～１４：３０ 

 

講  義 障害支援区分認定に関する概要、留意

事項等について 

１４：４５～１６：４５ 

 

演  習 認定調査の判断基準について 

 

３．研修定員 

  ６０名 

  ※申込多数により定員を超過する場合は先着順により決定するものとする。 

 

４．研修対象者 

  ・障害支援区分認定調査員・市町村審査会委員初任者研修を修了した者で、現に 

障害支援区分認定に関わる者 

  ・障害支援区分認定調査業務を担当する行政職員 

  ※障害程度区分認定調査員・市町村審査会委員初任者研修を修了した者で、現に 

障害支援区分認定に関わる者についても、受講可能とする。 

 

５．開催場所  

  マルコーホーム中央コミュニティセンター（和歌山市三沢町１－２） 

 

６．受講申込書等の提出 

受講希望者は、別紙様式「令和６年度和歌山県障害支援区分認定調査員・市町村

審査会委員現任研修受講推薦書」を市町村等を通じて、令和７年１年３１日(金)まで

に、下記アドレスあて提出すること。 

※メールの件名には「障害支援区分現任研修申込」と記載してください。 

  

 

   

【申し込み先（問い合わせ先）】 

〒６４０－８５８５ 和歌山市小松原通１－１ 

和歌山県 障害福祉課 自立支援班 白草 

MAIL(提出先)：e0404003@pref.wakayama.lg.jp 

TEL：０７３－４４１－２５３３ FAX：０７３－４３２－５５６７ 

 



７．受講の可否及び通知 

  受講の可否については、令和７年２月上旬に担当者宛てにメールにて通知する。 

   

８．修了証書の交付等 

  本研修については、修了証書の交付は行わないが、県において修了者名簿を管理 

する。 

 

９．経費等 

  研修会参加費等は無料。ただし、旅費は派遣側の負担とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


